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こども未来局 

（令和６年３月１２日） 



（令和5年5月1日現在） （令和5年5月1日現在）

中学校（６校） 高等学校(全日制） 単位：人
学校名 生徒数 学校数 生徒数

（令和5年5月1日現在）

高等学校（６校） 中学校 単位：人

学校名 生徒数 学校数 生徒数

高等学校（全日制） 単位：人

学校数 生徒数

合計 6,118 1,588

市内在住生徒数

52 29,832 29,627

(※参考)川崎市立中学校出身者数

5 3,565 3,046
※川崎市立中学校出身者数は、令和３年から令和５年の市立中
学校卒業者のうち川崎市立高校への進学者数の合計。

日本女子大附属 1,126 227

桐光学園 1,755 527

洗足学園 729 194

カリタス女子 507 193

うち市内在住生徒数

法政大学第二 1,890 361

大西学園 111 86

桐光学園 1,134 344

合計 3,937 1,050

カリタス女子 575 190

日本女子大附属 745 143

大西学園 7 6

洗足学園 788 183

川崎市内中学校・高等学校の生徒数及び行政体制

うち市内在住生徒数

法政大学第二 688 184

※川崎市立中学校出身者数は、令和３年から令和５年の市立中
学校卒業者のうち市内県立高校への進学者数の合計。

9,00411,31614

(※参考)川崎市立中学校出身者数

神奈川県
知事

(子どもみらい部

私学振興課)

・設置認可

・運営指導

・各種助成

私立学校

26.7％

26.0%

県立学校

市立学校

79.6%

99.3%

85.4%

神奈川県
教育委員会

・設 置

・運営管理

川崎市
教育委員会

・設 置

・運営管理
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１．私学助成の基本 ２．私立高等学校等に対する助成の財源等

①教育研究条件の維持向上

②修学上の経済的負担の軽減

③経営の健全性の向上

市町村

国又は地方公共団体は、第9条等の規定のほか、補助金の支出、資金の貸
付、その他財産の譲渡等をすることができる。

私立学校
の役割

（国の考
え）

わが国の学校教育の発展にとって、質・量両面にわたり重要な役割

①建学の精神に基づく個性豊かな活動を積極的に展開

②大学生・短大生の約８割、高等学校生徒の約３割、幼稚園児の約８割が私立学
校に在学・在園

私学助成
の

主な法的
根拠

私立学校法（昭和２４年制定）

　第59条（助成）

国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に
法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助
成をすることができる。

私立学校振興助成法（昭和５０年制定）

私学助成の概要

国・地方
公共団体

の
施策

①経常的経費に対する補助を中心とした助成事業

②貸付事業

③学校法人が一般からの寄附金を募集することを容易にするための措置等、必要
な税制上の優遇措置

　第1条（助成の目的）

私立学校の健全な発達に資する

　第9条（都道府県への補助）

都道府県が教育に係る経常的経費について補助する場合、国は都道府県
に対し、その一部を補助することができる。

　第10条（その他の助成）

国（国庫補助金等）

都道府県(所轄庁)

経常費等助成

学校法人等
（高等学校・中学校・小学校・幼稚園・特別

支援学校等）

その他助成

財源措置
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単位：億円

令和３年度 令和４年度 令和５年度 事業内容

982 989 988

①一般補助 852 853 851

都道府県が行う私立
高等学校、中学校、
小学校、幼稚園等の
経常費助成費に対
して補助

②その他特別補助 130 136 137

29 31 32

特定教育方法支援事業 29 31 32
特別な支援が必要
な私立学校等への
補助

1,011 1,020 1,020

※単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合がある。

国の私立高等学校等経常費助成費予算

事業名称

１．私立高等学校等経常費
    助成費補助

２．私立高等学校等経常費
    補助

　　合　　計  （経常費等）

（文部科学省HPを基に作成）
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単位：千円

計

県
一般財源

国庫支出金 その他
県

一般財源
国庫支出金 その他

県
一般財源

国庫支出金 その他

42,738,812 36,539,465 6,199,347 0 42,396,786 36,247,020 6,149,766 0 42,751,134 36,493,739 6,257,395 0

①高等学校 21,700,235 18,557,123 3,143,112 21,678,047 18,563,826 3,114,221 22,127,663 18,967,238 3,160,425

②中等教育学校 661,149 555,494 105,655 690,826 586,351 104,475 730,425 615,842 114,583

③中学校 5,724,122 4,822,713 901,409 5,829,687 4,922,236 907,451 6,040,779 5,093,498 947,281

④小学校 2,666,299 2,225,596 440,703 2,680,381 2,251,903 428,478 2,717,585 2,280,340 437,245

⑤特別支援学校 563,458 563,458 0 569,029 569,029 0 541,385 541,385 0

⑥幼稚園 9,839,913 8,231,445 1,608,468 9,259,302 7,664,161 1,595,141 8,903,693 7,305,832 1,597,861

⑦専修学校・各種学校 1,583,636 1,583,636 0 0 1,689,514 1,689,514 0 0 1,689,604 1,689,604 0 0

２.私立高等学校等生徒学費補助 3,503,025 3,503,025 0 0 3,512,822 3,512,822 0 0 3,501,496 3,501,496 0 0

３.私立学校生徒学費緊急支援事業費 19,888 7,564 12,324 0 35,206 15,124 20,082 0 25,848 10,445 15,403 0

４.私立幼稚園特別支援教育費補助 1,697,360 807,520 791,840 98,000 1,640,128 780,920 764,008 95,200 1,713,040 815,728 798,112 99,200

6,400 6,400 0 0 6,400 6,400 0 0 6,400 6,400 0 0

６.私立学校教職員退職金制度補助金 953,619 953,619 0 0 953,619 953,619 0 0 953,619 953,619 0 0

668,904 668,904 0 0 677,708 677,708 0 0 726,780 726,780 0 0

８.私立学校振興資金利子補給費 11,497 11,497 0 0 7,994 7,994 0 0 7,225 7,225 0 0

９.私立学校施設耐震診断調査費補助 4,120 2,060 2,060 0 2,996 1,498 1,498 0 3,906 1,953 1,953 0

3,300 3,300 0 0 3,300 3,300 0 0 3,300 3,300 0 0

524,180 0 524,180 0 113,761 0 113,761 0 281,986 0 281,986 0

10,431,787 0 10,431,783 4 10,033,280 0 10,033,276 4 9,860,828 0 9,860,824 4

167,663 167,663 0 0 177,051 177,051 0 0 177,051 177,051 0 0

8,861 0 8,858 3 10,589 0 10,586 3 0 0 0 0

538,602 359,521 179,081 0 579,644 386,887 192,757 0 602,256 401,962 200,294 0

5,402,251 5,402,251 0 0 4,725,016 4,725,016 0 0 4,147,988 4,147,988 0 0

825,222 414,447 409,490 1,285 1,214,442 625,400 587,757 1,285 1,241,440 636,364 603,791 1,285

67,505,491 48,847,236 18,558,963 99,292 66,090,742 48,120,759 17,873,491 96,492 66,004,297 47,884,050 18,019,758 100,489

前年比2.4%減 前年比2.1%減 前年比0.1%減

神奈川県私立学校助成関係予算

事業名称

令和3年度 令和4年度 令和5年度

事　業　内　容財源内訳
計

財源内訳
計

家計急変した生徒等の授業料や、東日
本大震災により被災した生徒等の授業料
を軽減した私立高校等に対して助成

財源内訳

1．経常費補助
私立学校の経常的な経費や特色ある教
育への取組に対して助成

保護者の学費負担を軽減するため、入学
金や授業料を軽減した私立高校等に対
して助成

障害のある幼児を受け入れる幼稚園に対
して助成

５.私学団体助成費
私学団体が実施する研修事業等に対し
て助成

退職金手当の給付財源の一部を助成

７.日本私立学校振興・共済事業団補助金 私学共済の長期給付財源の一部を助成

施設整備資金借入の支払利子の一部を
補給

施設耐震診断に要する調査費に対して
助成

10.公私立学校協調事業費 公私立高等学校による協調事業を実施

11.私立幼稚園施設整備費等補助
認定こども園への移行を図る私立幼稚園
の耐震化工事や、遊具等の整備費に対
して助成

12.高等学校等就学支援事業費 高等学校等就学支援金の交付等

13.外国人学校生徒等支援事業費
外国人学校に通う生徒を対象に、所得区
分ごとに学費負担を軽減するための助成

14.私立専門学校生徒支援検証事業費
専門学校生への効果的な経済支援のあ
り方に関する実証研究事業を実施

合　　　　計

（神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部私学振興課から提供）

※　財源内訳の「その他」は、繰入金、諸収入等

15.私立高校生等奨学給付金事業費
生活保護世帯、住民税所得割非課税世
帯の私立高校生等に対する奨学給付金
の支給等

16.私立幼稚園利用給付費負担金
市町村が実施する幼児教育無償化事業
に要する給付費の1/4を負担

17.その他 私学振興課運営費、私立学校審議会費等
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№ 3 4 5

公立 私立 公立 私立
高等学校
奨学金

短期臨時
奨学金

概要等
国からの補助金を各学校設置者

が受領し、授業料に充てる制度

①国からの補助金を各学校設置

者が受領し、授業料に充てる制

度

②振込又は授業料と相殺など、

学校によって異なる。

７月１日現在で保護者が県内に

在住し、要件に該当する世帯へ

の給付金

※新入生に対する一部早期給付

あり

７月１日現在で保護者が県内に

在住し、要件に該当する世帯へ

の給付金

※新入生に対する一部早期給付

あり

神奈川県の補助金として、授業

料及び入学金を補助

①無利息で卒業後に貸付期間の4

倍以内の期間で返還する貸付

②予約採用（中学３年生の時）

と在学採用（入学後）の申込が

可能

③貸付期間は１年間

④【第一種奨学金】と【第二種

奨学金】の区分がある。第一種

奨学金については、所得、成績

等の条件を満たせば全額又は半

額の返還免除を受けることがで

きる。

入学前の３月末に高等学校奨学

金の一部相当額を前倒しで貸し

付ける制度

要件等

保護者等の課税標準額×６％－

市町村民税の調整控除額＝30万

4200円未満

※政令指定都市の場合は「調整

控除の額に3/4を乗じる。

保護者等の課税標準額×６％－市
町村民税の調整控除額＝30万
4200円未満
※政令指定都市の場合は「調整控
除の額に3/4を乗じる。
保護者等の負傷・疾病による療養
のため勤務できないこと、その他自
己の責めに帰することのできない理
由による離職など、従前得ていた収
入を得ることができない場合に授業
料を支援する家計急変支援制度あ
り（所得制限あり：令和５年度～）。

次のいずれかに該当する世帯

①生活保護（生業扶助）を受け

ている世帯

②保護者全員の市町村民税所得

割額と道府県民税所得割額の合

算額が非課税である世帯（家計

急変により非課税相当となった

世帯も含む）

次のいずれかに該当する世帯

①生活保護（生業扶助）を受け

ている世帯

②保護者全員の市町村民税所得

割額と道府県民税所得割額の合

算額が非課税である世帯（家計

急変により非課税相当となった

世帯も含む）

①神奈川県内の私立高等学校、中
等教育学校後期課程、専修学校高
等課程に在学
②生徒及び保護者が県内に在住
③保護者等の年収目安が約750万
円未満（多子世帯（※）は約910万
円未満）の生徒（住民税に基づく基
準額で判断）
（※）15歳以上23歳未満の扶養して
いる子ども（中学生を除く）が３人以
上いる世帯

①【第一種奨学金】県内在住で県内
の高等学校等に在学
　【第二種奨学金】保護者が県内に
在住（生徒は県外在住も可）
②保護者の都道府県民税所得割
額及び市町村民税所得割額の合
算額が507,000円未満
③学校長が推薦する者

高等学校奨学金の予約採用奨学

生として採用された者

種別 給付 給付 給付 給付 給付
貸付

（無利子）

貸付

（無利子）

金額

・全日制

 118,800円

・定時制

 32,400円

118,800円

～396,000円

・生活保護受給世帯：32,300円
・非課税世帯：50,500円
～143,700円

・生活保護受給世帯：52,600円
・非課税世帯：52,100円
～152,000円

・授業料
　60,000円～
337,200円
・入学金
　100,000円～210,000円

【１年生】
・国公立（月額）：10,000円～30,000
円
・私立（月額）：10,000円～50,000円
【２年生以上】
・国公立（月額）：10,000円又は
20,000円
・私立（月額）：10,000円～40,000円
※２年生以上については、上記金
額で必要な学資を賄えない場合、
申請により基本月額に10,000円の
加算が可能

120,000円

1（私立）、2（私立）、3，4　：　神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部私学振興課から提供
1（公立）、2（公立）、5、6　：　神奈川県教育委員会財務課から提供

神奈川県の高等学校生徒に対する支援施策（令和５年度）

1 2

名称等

高等学校等就学支援金 神奈川県高校生等奨学給付金
神奈川県私立高等学校等

生徒学費補助金

神奈川県奨学金
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神奈川県が実施する私立高等学校学費補助金の対象者数（令和４年度） 

 

所得区分 人数（人） 授業料補助額（円） 

区分１（生保世帯） １５０ 

６０，０００ 区分２（住民税非課税・年収約２７０万円未満） ２，２９８ 

区分３（年収約５９０万円未満） ７，１９１ 

区分４（年収約７００万円未満） ７，６０１ ３３７，２００ 

区分５（年収約７５０万円未満の多子世帯以外） ２，５８２ ７４，４００ 

区分５－２（年収約７５０万円未満の多子世帯） ６７ ３３７，２００ 

区分６（年収約８００万円未満の多子世帯） ７８ ３３７，２００ 

区分７（年収約９１０万円未満の多子世帯） １４９ ７４，４００ 

合 計 ２０，１１６  

  （年収はあくまで目安です）     

                    （多子世帯：15 歳以上 23 歳未満の扶養している子ども（中学生を除く）が３人以上いる世帯） 

 
 

※対象者２０，１１６人のうち、実質無償化となる所得区分１～４、５－２、６の人数は、１７，３８５人です。 

 

（神奈川県福祉子どもみらい局 子どもみらい部 私学振興課から提供） 
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1．川崎市私立中学校及び高等学校助成関係予算（令和5年度） ２．川崎市高等学校奨学金（令和５年度）

種別

給付

給付

（所管　こども未来局）

川崎市私立
中学校及び
高等学校教
材教具等補
助金

・私立学校の学校教育の目的を達成する
ために必要な教材及び教具並びに学校の
管理運営に必要な備品又は整備に要する
費用に助成
・対象校は、中学６校、高校６校

1,926,000円

名　称 概要・要件等事業名称 事業内容 金額

川崎市私立
中学高等学
校長協会補
助金

川崎市私立中学高等学校長協会に対し、
私立学校の学校長、教頭及び教職員の研
修に要する費用に助成

308,000円

金　額

・国公立（年額）
　第１学年：36,000円
　第２学年：61,000円
　第３学年：46,000円
　第４学年以降：36,000円
・私立（年額）
　第１学年：60,000円
　第２学年：85,000円
　第３学年：70,000円
　第４学年以降：60,000円

・国公立：45,000円
・私立：70,000円

（所管　教育委員会）

川崎市高等学校
奨学金（学年資
金）

①市内在住
②前年度の全履修科目の評定結果の平均
値が５段階評価で３．５以上
③前年の世帯の総所得金額が、一定の基
準額以内
④高等学校（中等教育学校後期課程及び
特別支援学校の高等部、高等専門学校
（第３学年まで）及び専修学校の高等課
程を含む。）の生徒が対象
⑤毎年６月に募集し、８月及び２月に支
給

川崎市高等学校
奨学金（入学支
度資金）

①市内在住
②第３学期前期の全履修科目の評定結果
の平均値が５段階評価で３．５以上
③前年の世帯の総所得金額が、一定の基
準額以内
④高等学校（中等教育学校後期課程及び
特別支援学校の高等部、高等専門学校
（第３学年まで）及び専修学校の高等課
程を含む。）の生徒が対象
⑤中学３年生の１１月に募集し、支給は
入学前の３月
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1  神奈川県内 単位 ： 人 ２　川崎市内 単位 ： 人

各年度５月１日現在 各年度５月１日現在

令和３年度 令和４年度 令和３年度 令和４年度

公立 1,608 1,446 1,257 1.5% 公立 － － － －

私立 95,958 88,397 81,541 98.5% 私立 16,880 15,116 13,420 100.0%

計 97,566 89,843 82,798 100.0% 計 16,880 15,116 13,420 100.0%

公立 1,336 1,350 1,369 5.6% 公立 － － － －

私立 21,674 22,499 23,186 94.4% 私立 912 904 872 100.0%

計 23,010 23,849 24,555 100.0% 計 912 904 872 100.0%

国公立 440,615 436,311 429,697 97.7% 公立 74,144 74,219 73,727 98.0%

私立 10,483 10,326 10,265 2.3% 私立 1,556 1,555 1,534 2.0%

計 451,098 446,637 439,962 100.0% 計 75,700 75,774 75,261 100.0%

国公立 201,727 200,544 198,724 88.8% 公立 29,975 30,016 29,832 88.3%

私立 24,872 24,836 25,099 11.2% 私立 4,006 3,962 3,937 11.7%

計 226,599 225,380 223,823 100.0% 計 33,981 33,978 33,769 100.0%

公立 126,702 123,379 121,963 63.6% 公立 16,188 15,761 15,574 71.8%

私立 69,229 69,687 69,698 36.4% 私立 6,155 6,138 6,118 28.2%

計 195,931 193,066 191,661 100.0% 計 22,343 21,899 21,692 100.0%

(神奈川県学校基本調査から集計) (神奈川県学校基本調査から集計)

公私立学校等児童・生徒数

令和５年度

幼稚園

幼保連携型
認定こども園

令和５年度

幼稚園

幼保連携型
認定こども園

小学校 小学校

中学校

高等学校
（全日制・定時制）

中学校

高等学校
(全日制・定時制）
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 （１） 神奈川県内 川崎市内公立中学校

（単位 ： 人）

卒業者総数 9,908 100.0% 9,910 100.0%

65,159 100.0% 67,124 100.0% 68,003 100.0% 全日制高等学校 8,960 90.4% 8,926 90.1%

58,695 90.1% 59,956 89.3% 60,547 89.0% 公立 7,198 72.6% 5,322 53.7%

39,747 61.0% 40,119 59.8% 40,642 59.8% 市立 1,460 14.7% 1,006 10.2%

県内市立 3,633 5.6% 3,646 5.4% 3,680 5.4% 市内県立 3,833 38.7% 2,987 30.1%

県立 35,527 54.5% 35,937 53.5% 36,293 53.4% 市外・国公立 1,849 18.7% 1,329 13.4%

県外・国公立 587 0.9% 536 0.8% 669 1.0% 全日制希望詳細未定 56 0.6%

18,948 29.1% 19,837 29.6% 19,905 29.3% 私立 1,762 17.8% 3,604 36.4%

県内 14,192 21.8% 15,070 22.5% 15,051 22.1% 県内 638 6.4% 1,496 15.1%

県外 4,756 7.3% 4,767 7.1% 4,854 7.1% 県外 1,124 11.3% 2,108 21.3%

1,227 1.9% 1,256 1.9% 1,232 1.8% 定時制高等学校 97 1.0% 170 1.7%

公立 1,215 1.9% 1,245 1.9% 1,217 1.8% 公立 97 1.0% 163 1.6%

県内 1,204 1.8% 1,230 1.8% 1,210 1.8% 市立 52 0.5% 99 1.0%

県外 11 0.0% 15 0.0% 7 0.0% 市内県立 24 0.2% 48 0.5%

私立 12 0.0% 11 0.0% 15 0.0% 市外・国公立 14 0.1% 16 0.2%

県内 定時制希望詳細未定 7 0.1%

県外 12 0.0% 11 0.0% 15 0.0% 私立 0 0.0% 7 0.1%

5,237 8.0% 5,912 8.8% 6,224 9.2% 県内

（神奈川県の教育統計「公立中学校卒業者の進路の状況」を基に作成） 県外 0 0.0% 7 0.1%

851 8.6% 814 8.2%

（２）川崎市内 高等学校等（通信、特支等） 550 5.6% 706 7.1%

（単位 ： 人） 専修学校等 16 0.2% 24 0.2%

就職等 18 0.2% 9 0.1%

9,626 100.0% 9,910 100.0% 10,211 100.0% その他（未定を含む） 267 2.7% 75 0.8%

8,677 90.1% 8,926 90.1% 9,091 89.0%

5,402 56.1% 5,322 53.7% 5,432 53.2%

市立 1,009 10.5% 1,006 10.2% 1,031 10.1%
市内県立 3,008 31.2% 2,987 30.1% 3,009 29.5%
市外・国公立 1,385 14.4% 1,329 13.4% 1,392 13.6%

3,275 34.0% 3,604 36.4% 3,659 35.8%
県内 1,265 13.1% 1,496 15.1% 1,553 15.2%
県外 2,010 20.9% 2,108 21.3% 2,106 20.6%

168 1.7% 170 1.7% 183 1.8%
公立 160 1.7% 163 1.6% 174 1.7%

市立 116 1.2% 99 1.0% 124 1.2%
市内県立 30 0.3% 48 0.5% 38 0.4%
市外・国公立 14 0.1% 16 0.2% 12 0.1%

私立 8 0.1% 7 0.1% 9 0.1%
県内
県外 8 0.1% 7 0.1% 9 0.1%

781 8.1% 814 8.2% 937 9.2%
※割合は、卒業者総数に対するそれぞれの区分の割合、算出にあたっては小数点第２位を四捨五入

２．公立中学校卒業者の進路状況及び希望調査（令和３年度）

全日制高等学校

公立

私立

定時制高等学校

その他 （高等専門学校、通信制、就職者等）

卒業年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

卒業者総数

卒業者総数

全日制高等学校

公立

私立

定時制高等学校

その他 （高等専門学校、通信制、就職者等）

１．公立中学校卒業者の進路状況

卒業年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

教育調査統計資料（令和3年度,令和4年度）から

※割合は、卒業者総数に対するそれぞれの区分の割合、算出にあたっては小数第
２位を四捨五入

（単位：人）

令和３年10月
希望調査（卒業予定者）

令和４年３月
卒業者

その他
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（令和５年７月18日　日本私立中学高等学校連合会調べ） （単位：円） （単位：円）

順位 都道府県 予算単価 順位 都道府県 予算単価 順位 都道府県 予算単価 順位 都道府県 予算単価

1 鳥   取 438,071 1 鳥   取 427,979 1 静   岡 354,904 1 東   京 235,236

2 東   京 404,103 2 福   井 378,137 2 鹿児島 350,519 2 徳   島 221,686

3 静   岡 394,127 3 東   京 373,352 3 福   島 345,842 3 奈   良 221,000

4 佐   賀 392,250 4 静   岡 355,501 4 大   分 345,836 4 神奈川 217,384

5 石   川 391,432 5 高   知 353,073 5 宮   崎 345,606 5 岐   阜 216,980

6 千   葉 383,527 6 鹿児島 349,516 6 三   重 345,124 6 岡   山 216,251

7 福   島 382,671 7 佐   賀 349,513 7 福   岡 344,723 7 富   山 215,007

8 広   島 380,931 8 大   分 348,504 7 群   馬 344,723 8 千   葉 213,120

9 福   岡 379,895 9 福   島 347,637 9 岐   阜 344,690 9 石   川 211,571

10 徳   島 379,865 10 宮   崎 347,213 10 北海道 344,640 10 京   都 211,353

11 富   山 379,185 11 島   根 347,181 11 富   山 344,570 11 兵   庫 210,601

12 茨   城 377,532 12 熊   本 347,180 12 高   知 344,504 12 静   岡 209,670

13 高   知 376,922 13 岐   阜 347,000 12 千   葉 344,504 13 新   潟 209,105

14 岐   阜 375,010 14 三   重 346,727 12 茨   城 344,504 14 群   馬 208,458

15 長   崎 374,914 15 福   岡 346,485 12 長   崎 344,504 15 滋   賀 208,000

16 秋   田 373,984 15 群   馬 346,485 12 山   梨 344,504 16 広   島 207,782

17 岩   手 373,000 15 青   森 346,485 12 長   野 344,504 17 福   岡 207,720

18 北海道 369,148 18 富   山 346,200 18 沖   縄 343,632 18 大   阪 206,690

19 奈   良 368,500 18 北海道 346,130 19 岩   手 341,199 19 栃   木 205,100

20 香   川 367,851 19 千   葉 346,101 20 広   島 341,004 20 山   口 205,000

21 兵   庫 367,515 19 茨   城 346,101 21 和歌山 340,770 21 北海道 204,370

22 大   分 367,390 19 長   崎 346,101 22 石   川 335,008 22 山   梨 204,128

23 群   馬 366,724 19 山   梨 346,101 23 宮   城 331,308 23 大   分 203,847

24 山   梨 366,680 19 長   野 346,101 24 徳   島 329,841 24 福   島 203,639

25 新   潟 365,433 19 愛   媛 346,101 25 兵   庫 326,347 25 香   川 202,674

26 鹿児島 363,951 26 沖   縄 345,229 26 愛   知 324,436 26 三   重 202,494

27 三   重 358,631 27 和歌山 343,490 27 栃   木 310,100 27 山   形 201,255

28 山   形 357,816 28 岩   手 342,802 28 京   都 309,300 28 茨   城 201,102

29 山   口 357,500 29 広   島 342,601 29 福   井 307,076 29 佐   賀 199,802

30 岡   山 357,452 30 岡   山 341,495 30 東   京 299,712 30 愛   媛 198,020

31 宮   崎 355,054 31 新   潟 338,304 31 岡   山 290,615 31 埼   玉 197,681

32 島   根 355,044 32 徳   島 334,767 32 神奈川 281,467 32 鹿児島 197,595

33 熊   本 355,043 33 石   川 334,058 33 奈   良 270,000 33 沖   縄 197,371

34 青   森 354,725 34 香   川 331,443 34 大   阪 252,832 34 青   森 197,220

35 宮   城 354,376 35 兵   庫 331,075 35 埼   玉 247,832 34 高   知 197,160

36 栃   木 354,100 36 宮   城 330,478 34 熊   本 197,143

37 長   野 354,027 37 愛   知 329,475 37 宮   城 197,120

37 愛   知 354,027 38 栃   木 311,500 38 長   野 197,020

37 愛   媛 354,027 39 京   都 310,800 38 愛   知 197,020

40 沖   縄 353,060 40 滋   賀 303,000 40 福   井 196,457

41 和歌山 351,210 41 山   口 281,000 41 長   崎 196,112

42 福   井 350,144 42 大   阪 273,955 42 秋   田 195,643

43 滋   賀 350,000 43 奈   良 271,500 43 岩   手 195,119

44 神奈川 347,486 44 神奈川 258,688 44 和歌山 192,430

45 京   都 343,238 45 埼   玉 254,129 45 鳥   取 188,465

46 大   阪 325,500

47 埼   玉 320,331

366,455 336,371 327,448 204,858

※令和５年度から日本私立中学高等学校連合会による順位付けは廃止されたため、本表は公表データを加工して作成したもの。

２．神奈川県私立学校経常費補助単価（令和３年度～令和５年度）

高等学校
(全日制・定時制）

（前年度比）

338,173

単純平均

１．都道府県別私立学校経常費補助単価（令和５年度）

高等学校(全日制･定時制) 中学校 幼稚園（学法）小学校

単純平均単純平均 単純平均

(2,786)

340,959

(6,527)

347,486

令和３年度 令和４年度 令和５年度

令和３年度 令和４年度 令和５年度

中学校

249,056 250,309 258,688

（前年度比） (1,253) (8,379)

令和３年度 令和４年度 令和５年度

小学校

270,873 273,423 281,467

（前年度比） (2,550) (8,044)

(日本私立中学高等学校連合会調べ）

令和３年度 令和４年度 令和５年度

幼稚園

195,578 200,158 217,384

（前年度比） (4,580) (17,226)
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高等学校(全日制・定時制)都道府県別学校数
1.　計　(本校＋分校)

区 分

計 全日制 定時制 併　置 全日制 計 全日制 定時制 併　置 計 全日制 定時制 併　置

4,824 4,196 172 456 15 3,489 2,887 168 434 1,320 1,294 4 22

4,791 4,170 173 448 15 3,455 2,860 169 426 1,321 1,295 4 22

北 海 道 270 229 9 32 － 220 179 9 32 50 50 － －
青 森 63 54 3 6 － 46 37 3 6 17 17 － －
岩 手 79 70 3 6 － 66 57 3 6 13 13 － －
宮 城 96 83 7 6 － 77 64 7 6 19 19 － －
秋 田 52 46 1 5 － 47 41 1 5 5 5 － －

山 形 60 54 1 5 － 46 40 1 5 14 14 － －
福 島 97 91 5 1 － 79 73 5 1 18 18 － －
茨 城 119 106 6 7 － 95 82 6 7 24 24 － －
栃 木 76 68 2 6 － 61 53 2 6 15 15 － －
群 馬 77 63 2 12 － 64 50 2 12 13 13 － －

埼 玉 191 167 5 19 1 142 118 5 19 48 48 － －
千 葉 181 165 1 15 － 127 111 1 15 54 54 － －
東 京 429 357 16 56 6 186 133 14 39 237 218 2 17
神 奈 川 228 201 3 24 － 149 122 3 24 79 79 － －
新 潟 101 91 9 1 － 85 75 9 1 16 16 － －

富 山 49 43 5 1 － 39 33 5 1 10 10 － －
石 川 56 50 5 1 1 45 39 5 1 10 10 － －
福 井 32 24 2 6 － 25 18 1 6 7 6 1 －
山 梨 40 33 2 5 － 29 22 2 5 11 11 － －
長 野 99 81 4 14 － 82 64 4 14 17 17 － －

岐 阜 82 71 3 8 － 66 55 3 8 16 16 － －
静 岡 136 116 2 18 － 93 73 2 18 43 43 － －
愛 知 221 190 4 27 2 164 134 4 26 55 54 － 1
三 重 70 59 3 8 － 57 46 3 8 13 13 － －
滋 賀 56 49 2 5 － 46 40 2 4 10 9 － 1

京 都 105 94 7 4 1 64 53 7 4 40 40 － －
大 阪 254 231 5 18 1 157 134 5 18 96 96 － －
兵 庫 205 182 13 10 － 153 130 13 10 52 52 － －
奈 良 51 44 4 3 － 36 30 4 2 15 14 － 1
和 歌 山 47 38 3 6 － 38 29 3 6 9 9 － －

鳥 取 32 28 2 2 － 24 20 2 2 8 8 － －
島 根 47 44 1 2 － 37 34 1 2 10 10 － －
岡 山 86 75 11 － － 63 52 11 － 23 23 － －
広 島 128 112 3 13 2 91 76 3 12 35 34 － 1
山 口 75 62 3 10 － 55 42 3 10 20 20 － －

徳 島 36 30 1 5 － 33 27 1 5 3 3 － －
香 川 40 31 － 9 － 30 21 － 9 10 10 － －
愛 媛 65 55 1 9 1 53 43 1 9 11 11 － －
高 知 43 29 3 11 － 34 21 2 11 9 8 1 －
福 岡 163 141 5 17 － 104 82 5 17 59 59 － －

佐 賀 44 38 － 6 － 35 29 － 6 9 9 － －
長 崎 79 71 2 6 － 57 49 2 6 22 22 － －
熊 本 73 65 － 8 － 52 44 － 8 21 21 － －
大 分 54 50 1 3 － 40 36 1 3 14 14 － －
宮 崎 51 45 2 4 － 36 31 2 3 15 14 － 1

鹿 児 島 89 87 － 2 － 68 66 － 2 21 21 － －
沖 縄 64 57 1 6 － 59 52 1 6 5 5 － －

1.　｢併置｣とは,全日制と定時制の両方の課程を設置している学校をいう｡

2.　上記のほか,通信制課程のみを置く高等学校(通信制独立校)については,第156表に掲げている｡

令 和 ４ 年 度

令 和 ５ 年 度

（令和5年度学校基本調査結果を基に作成）

計 国　　立 公　　　　　　　　　　立 私 立
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資料１３

全国の平均額

都道府県別の平均額

授業料（A)445,174＋施設整備費等（C)149,510
＝594,684
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(抜粋）
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県内の私立高等学校等に進学された場合、 

年収約 700万円（多子世帯は年収約 910万円） 

未満世帯まで 授業料実質無償化 
非課税世帯まで 入学金実質無償化  
令和６年第１回神奈川県議会定例会の審議を経た上で決定されます。 

 

 

 

              補助額の詳細については裏面を御確認ください。 

 
■ 生徒・保護者等ともに県内在住、かつ県内設置（通信制の場合、本部校が県内設置）の私立高等学校等に進学

した場合の補助上限額です。 

■「高等学校等就学支援金｣や｢学費補助金｣は、学校が生徒や保護者等の方に代わって受け取り、授業料と相殺し

ます。学校によっては、いったん授業料を納め、後日補助金等を返還する場合があります（返還の時期や方法は

学校により異なりますので、補助金の受取方法等についての詳細は学校に直接お問い合わせください）。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
問合せ 神奈川県 福祉子どもみらい局 子どもみらい部 私学振興課 助成グループ 
＿＿＿＿〒231-8588 横浜市中区日本大通１ 電話 045-210-3793(直通) 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3e/jyosei/gakuhisien/index.html 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

授業料補助上限額(予定) 入学金補助上限額(予定)

  468,000円
(県内私立高校の平均授業料)

  211,000円
(県内私立高校の平均入学金)

 

＜参考＞県内私立高校の入試情報 
私立高校では、2月中旬以降も生徒の募集の受付を行う学校があります。 

2月15日に県ホームページで最新情報を掲載します。なお、出願方法や出願期限等の詳細は各学校へお問合わせください。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3e/cnt/f450153/index.html 

 

 

補助上限額 

 

 多子世帯の支援を拡充しました 

 令和５年度まで 令和６年度から拡充

○ 年収約 800 万円未満の多子世帯※を対象に
 授業料を実質無償化。
※ 15歳以上23歳未満の扶養している子ども
 （中学生を除く）が３人以上いる世帯

拡充 ○ 年収約 910 万円未満の多子世帯※を対象に
 授業料を実質無償化＜年収上限引上げ＞。
※ 23歳未満の扶養している子どもが３人以上
 いる世帯＜年齢要件緩和＞

令 和 ６ 年 度 の 授 業 料 ・ 入 学 金 補 助 額 （ 年 額 ） 
授業料については、年収約700万円（多子世帯は年収約910万円）未満の世帯に対して468,000円まで、

入学金については、生活保護世帯・住民税非課税世帯の方に対して211,000円まで支援します。 

 
 
① 就学支援金（国の制度）…… 県外の私立高等学校等に通う場合も申請できます。 
 
② 学費補助金（県の制度）…… 生徒・保護者等ともに県内在住、かつ県内設置（通信制の場合、本部校が 

県内設置）の私立高等学校等に通う場合が対象です。 

（県外の私立高等学校等に通う場合は対象となりません） 

①、②どちらの制度も、高等学校等入学後、学校を通じて申請します。 

―― その他の補助制度(返還不要です) ―――――――――――――――――――― 

③ 神奈川県高校生等奨学給付金【給付額 高校生等１人52,100円〜152,000円/年】 
… 生活保護(生業扶助)世帯又は住民税所得割額の合算額が０円(非課税)世帯（家計急変により非課税相当に 

なった世帯も含む）の方に対し、授業料以外の教育費負担を軽減します。 
問合せ 神奈川県 福祉子どもみらい局 子どもみらい部 私学振興課 助成グループ 電話 045-210-3793(直通) 

 

―― 主な貸付制度(返還が必要です) ――――――――――――――――――――― 

④ 神奈川県高等学校奨学金……… 学資の援助を必要とする高等学校等の生徒に奨学金の貸付けを行う制度 
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/en7/cnt/f324/ 

問合せ 神奈川県教育委員会 行政部 財務課 高校奨学金グループ 電話 045-210-8251(直通) 
 
⑤ 母子父子寡婦福祉資金 ……… ひとり親家庭の子どもの修学等に当たって、福祉資金の貸付けを行う制度 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/he8/hitorioya-support/fukushishikin/index.html 
  問合せ 市にお住まいの方︓各市役所（福祉事務所）※政令市・中核市を除く 町村にお住まいの方︓県の各保健福祉事務所 
 

所得区分 入学金補助

令和６年度の
「市町村民税の課税標準額×６％ー
市町村民税の調整控除の額※１」

補助上限額※６

令和６年１月１日現在で生活保護

「県民税・市町村民税の所得割額の
合算額」が０円 ※3

154,500円未満

203,100円未満

227,100円未満 74,400円
授業料 : 193,200円
入学金 : 100,000円

多子世帯※4 227,100円未満
授業料 : ４６８,０00円
入学金 : 100,000円

304,200円未満 授業料 : １１8,800円

多子世帯※4 304,200円未満 授業料 : 468,000円

※1 父母の合計額です。
  政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に３／４を乗じます。

    令和６年４月〜６月分の高等学校等就学支援金は令和５年度の税額で判定します。
※2 保護者等が国外在住等により、市町村民税の課税標準額や調整控除の額を確認できない場合は学費補助金の対象となりません。
※3 父母の合計額です。「市町村民税の課税標準額×６％-市町村民税の調整控除の額」では判定しません。
※4 23歳未満の扶養している子どもが３人以上いる世帯です。
※5 両親・高校生・中学生の４人家族で、両親の一方が給与所得者として働いている世帯をモデルとした年収の目安です。
※6   補助額が学校の授業料や入学金を超える場合、超えた金額は支給されません。

授業料補助

①高等学校等就学支援金（国） ②学費補助金（県）※２

年
収
目
安

（
モ
デ
ル
世
帯

）
※
５

生活保護世帯

211,000円

　700万円～
　750万円未満

349,200円

　750万円～
　９１0万円未満

349,200円

授業料 : 468,000円
入学金 : 211,000円

住民税非課税世帯

　270万円～
　590万円未満

授業料 : 468,000円
入学金 : 100,000円

　590万円～
　700万円未満

349,200円

118,800円

396,000円
（通信制　297,000円）

72,000円

通信制
171,000円

100,000円

年収はあくまで目安です。「所得区分」記載の計算方法により審査を行います。
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https://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3e/jyosei/gakuhisien/index.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3e/cnt/f450153/index.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/en7/cnt/f324/
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/he8/hitorioya-support/fukushishikin/index.html


陳情に対する考え方について

私立学校：県が所轄、設置認可・運営指導
各種助成は、国が都道府県に交付し、都道府県が主体となり経常費等の助成を学校法人等へ実施

私立学校等への学費補助について
・国による高等学校の授業料実質無償化への取り組みが進む
・神奈川県による学費補助金制度の拡充

●県の補助金は、県内在住かつ県内設置の私立高等学校等に通う方のみが対象となっていること
●所得の状況等に応じて一定の負担軽減が図られたが、県内の私立高等学校の授業料等は他の都道府県と比較
して高い水準にあることから、支援の充実を図ることが重要である

●国や県の動向を注視しながら、神奈川県への働きかけを検討していくものとする

資料１７
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